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はじめに  

 わが国における災害時要援護者対策は、2004年 7月の新潟福島豪雨水害、同年 10月の中越

地震や台風 23 号水害などを受けて検討が本格化した。翌 2005 年 3 月に災害時要援護者避難

支援ガイドライン(以下ガイドライン)の初版が公開されるや、ほぼ 5～6 年のうちに 1,600 を越える

基礎自治体のほとんどで全体計画が策定され、約半数では名簿が整備され、2 割を越える自治

体では個別避難支援計画が策定されるまでに至っている(総務省消防庁，2011)。このような準備

態勢が進められてきたなかで東日本大震災は発生した。本稿では、現時点で入手できる県別な

らびに市町村別の各種統計資料を用いて、東日本大震災時における災害時要援護者避難の実

態と課題についてマクロな視点からの検討を行いたい。 

高齢者の被害率には性差や地域差があった  

 図 1 は、被災東北 3 県のそれぞれについて、年齢別の死者割合(グレーの棒)と同年齢の人口

構成割合(透明の棒)を示したものである(警察庁，2012)。各県とも、60 歳代までは人口構成割合

に比べて死者の割合は低く、60 歳代以上になると死者割合が人口構成割合をはるかにしのぐ結

果となっている。つまり、高齢者ほど全人口に占める同年代の割合を超える方々が震災の犠牲と

なっていた。図 2 は、10 歳きざみの各年代ごとの人口割合(図 1 の透明の棒)に対する死者の割

合(図 1のグレーの棒)の比(グラフ縦軸)を年齢別、男女別、および県別に求めたものである。この

グラフからは、図 1 で読み取れたように、60 代未満では人口構成割合に対する死者割合の比は

1 以下となっており、これが 60 代を越えると急に 1 を越え、70 代では人口構成割合よりも約 2 倍

から 3倍、80代では約 2.5倍から 3.5倍の高齢者が亡くなっていたことが読み取れる。さらに性別

で比較すると、高齢の男性の方が女性よりも、人口構成割合に比べてより多く亡くなっていた。最

後に、人口割合に比べた死者割合の比は、東北 3 県で違いがあった。すなわち高齢者の被害の

割合は、宮城で最も高く、続いて福島、そして岩手の順となっていた。この県別の順位は男女そ

れぞれで同様であった。高齢であるほど、災害情報を入手したり、避難移動を行う上でも不利と

なり災害ぜい弱性が高くなる、というのは直感的にも了解できる結果ではある。しかしながら、人

口構成比上、何故、高齢男性の方が高齢女性よりも被害の割合が高いのか、さらに何故、被害

の割合に 3 県で違いがあるのか。この問いについては、何らかの社会的要因が関与していると

考えられる。これを解く手がかり示したのが下表である。 



 

図 1 各県の人口ピラミッドと性別・年齢別の死者割合 

 

図 2 県および性別の年齢別人口構成割合に対する死者構成割合の比(対年齢別人口構成割合) 

 表 1 は、2010 年 3 月時点での岩手・宮城・福島 3 県における特別養護老人ホームや養護老人ホーム

などの老人向け施設に入所していた高齢者の数を、便宜的に 70 歳以上の各県の高齢者数で割ることで

求めた高齢者向け施設入所者の割合を比較したものである。また、表の最右列には、河北新報(2011 年

12 月 13 日)が独自にまとめた被災 3 県の高齢者入所施設で被災し死亡・不明となられた方々の数を各県

の施設入所者数で割ることで求めた高齢者向け施設入所者の被害率である。これを 3 県で比べると宮城

県の被害率が群を抜いて高いことが分かる。宮城では、施設が海辺の景観の良い場所に建てられていた

こと、これに対して岩手では高台に、福島では内陸部に施設が多く建てられていたことにより、被害に

差がでたことが類推される。 
 その一方で、施設入所者は介護スタッフにより 24 時間体制で見守られている。立地さえ安全であれ

ば、入所施設の方が緊急時の対応では職員からの支援が受けられやすい面もある。そのような観点から

表 1 を再びながめると、高齢者向け施設入所者の割合が宮城では岩手・福島と比べて若干低いことが読

み取れる。言い換えるなら、宮城では地域で在宅で暮らす高齢者の割合がより高かったことにより、津

波による影響がより多く出た可能性が考えられる。さらに、このように考えると高齢者の死亡率の性差

も、男性では高齢でも在宅で妻や家族と暮らす傾向が強いのに対し、男性よりも平均寿命が長い女性で

は、配偶者からの介護によって支えられる可能性がより低く、結果として施設入所の割合が高く、(立地

さえ安全であれば)介護スタッフにより緊急時の対応が取られていた、といった理由で人口構成比上の女
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性の死亡者の割合の低さが説明できるかもしれない。しかしながら、より確定的な結論を下すためには、

県別といったマクロな統計資料ではなく、より個別の状況がわかるデータをもとにした検討が必要であ

る。 

 

障害者の死亡率は全体の死亡率の 2 倍だったか？  

 東日本大震災で死亡した障害者(障害者手帳所持者)の死亡率が全住民の死亡率と比べて 2

倍近くあった、という報道は、毎日新聞(2011 年 12 月 24 日)、NHK(2012 年 3 月 6 日、2012 年 6

月 10 日、2012 年 9 月 11 日)、共同通信(2012 年 7 月 30 日)、河北新報(2012 年 9 月 24 日)など

が行ってきた。その根拠として報道各社が用いたのが、被災した市町に直接問い合わせて犠牲

者のうち障害手帳を所持された方の数を調査した資料である。このような独自調査資料のうち、

NHK福祉ネットワーク(現ハートネット TV)取材班の資料は、2012年 3月から被災市町に 3ヶ月間

の間隔で 3 回の問い合わせを行い死者数の検討を繰り返したという点で、もっとも精度の高いも

のである。繰り返し調査の理由は、当初の市町村の回答には障害者死者数として直接死だけで

なく間接死も含まれている場合があり、数字の訂正が多くの自治体で行われたためである。この

資料をもとに、東北 3 県の障害者死亡率は、全住民の死亡率のほぼ倍近いものとなっていたと、

NHK 教育テレビ福祉ネットワーク(2012 年 3 月 6 日放送)や、NHK ハートフォーラム(公開シンポジ

ウム、2012 年 6 月 10 日実施)、NHK 教育テレビハートネット TV(2012 年 9 月 11 日放送)で言及さ

れた。筆者は、これらの番組やシンポジウムの企画に協力しコメンテーターとしても関わったこと

により、取材班が調べた全 31 市町村の結果(表 1 参照)の提供をいただいた。表 1 は東日本大震

災で 10 名以上の死者が発生した 31 の自治体の全住民の死亡率と障害手帳所持者の死亡率が

比較できるようになっている。表 1 の最下行を見ると、直接死者が 10 名以上を記録した 31 自治

体の全住民数(1,674,185 人)と死者数(18,829 人)をもとにすると全体の死亡率は 1.1％となること、

また障害手帳交付者数(86,503人)と障害者死者数(1,658人)より障害者(障害手帳所持者)の死亡

率が 1.9％となり、全体死亡率のほぼ倍となっており、この数字は番組やシンポジウムでも紹介さ

れている。 

 表 2 には東北 3 県の被災 31 市町村のそれぞれについて障害者と全体の死亡率が記載されて

いる大変貴重なものである。そこで、全体の数値だけではなく、より細かな検討を行うために、31

市町村のそれぞれについて全体死亡率と障害者死亡率の関係を散布図にし、それらの関係を

県別に分けて回帰直線を当てはめたのが図 3である。3本の回帰直線は、それぞれ岩手、宮城、

福島の各県内市町村ごとの全体死亡率と障害者死亡率の関係を要約するものとなっている。た

だし、通常の回帰とは異なり、全体死亡率が 0 の時には障害者死亡率も 0 となることから、切片

が 0 で原点を通る回帰式(障害者死亡率＝回帰係数×全体死亡率)を用いている。この回帰式を

用いると、障害者死亡率は全体死亡率の何倍となるのか、いわば全体死亡率に対する障害者死

亡率の格差を表す指標として回帰係数が解釈できるようになる。そこで図 3 を再度ながめると、

障害者の死亡格差は宮城県で倍近くと大きく(1.92 倍)、その一方で岩手(1.19 倍)と福島(1.16 倍)

で小さいことが明かになった。死亡率を全体として合算した場合には、全体人口や障害者人口で
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過半を占める宮城県の傾向(障害者の死亡率は全体の死亡率の倍近くであった)が過大に反映さ

れていたが、県別による市町村単位の分析を行うことにより各県の個別の状況が浮かび上がっ

たのである。次節では、各市町村の障害者死亡率を規定する諸要因についてさらに検討を深め

てみる。このような分析を行うことにより、どのような対策を今後進めてゆくべきであるのか、その

解決の端緒が得られるのでは、と考えるからである。 

 

 

図 3 障害者死亡率に対する全体死亡率の関係 
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障害者施設入所率の違いが障害者死亡率の県別格差を説明していた  

 災害による被害は、ハザード(外力)とぜい弱性の二つの要因によって決まる(ワイズナー他，

2010/2003)。東日本大震災の人的被害(直接死)に関する市町村単位での津波ハザード要因や

社会的ぜい弱性の影響に関しては、市町村単位での被災各地の津波高などの各種実測値と死

者・不明者数についての報告が震災半年後には既に発表されている(鈴木・林，2011)。さらに震

災翌年になると、震源からの距離、浸水面積率、地形、高齢化率や漁業・農業従事率(上田，

2012)や、高齢化率、津波到達時間、地域防災計画で想定した津波高と実際の津波高の比(松

本・立木，2012)が、全体死亡率や障害者死亡率を説明できるとした研究が専門学術誌に掲載さ

れてきた。最後に述べた松本・立木(2012)の研究では、全体死亡率を従属変数とした回帰では県

ごとに差異は見られなかったが、障害者死亡率を従属変数とした場合には県ごとの差異が統計

的に有意となっていた。すなわち、前節の図 3 で示したように、宮城県では岩手県や福島県と比

較してより多くの障害者に被害が出たことを指摘している。しかしながら、その理由については明

らかにしていない。 

 東日本大震災の現場で障害者支援にあたった団体や組織のリーダーたちは、学会とは離れた

場で、障害者被害率に影響を及ぼす要因として東北地方における施設入所率の高さを指摘して

いた。以下は、特定非営利活動法人ゆめ風基金理事の八幡隆司氏が 2011 年 10 月 2 日に行っ

た「東日本大震災からみる障害者市民支援活動と今後の課題」と題するシンポジウム報告の一

部である。 

  

. . . 障害者支援に限っていえば、岩手も宮城も入所施設の問題があります。かつて浅野さんが県知事

時代にコロニー解体ということもおっしゃいましたが、浅野さんがいなくなったらコロニーの看板は

復活しています。まったく状況は変わっていません。“被災地障がい者支援センター”の代表の今川さ

んは 31 歳の若い女性です。寛解の被災地の大船渡に生まれて、家の近くに施設がないので盛岡まで行

って寮生活をしながら小・中・高を過ごされました。そういう地域ですから、この地域の人たちは卒

業後もそのまま入所施設に入ることに抵抗は少なく、自宅に帰るなら、介護の必要な場合は親が介護

をがんばるしかないわけです。ヘルパーを使って生活をするとか、移動支援を使って買い物に出かけ

るということは、まずないのです(八幡，2012，p. 13)。 

 八幡氏と同様の指摘は、南相馬市で障害者の生活介護や生活訓練、自立支援事業を行う特

定非営利活動法人さぽーとセンターぴあ代表の青田由幸氏も述べている。2013 年 1 月 12 日に

行われた第 6 回全国校区・小地域福祉活動サミット in KOBE・ひょうごでのシンポジウム「災害時

ひとりの命も見逃さない」の席上で、南相馬市では、全体死亡率 1.3％に対して障害者死亡率は

むしろそれよりも大幅に低い 0.4％であったことの理由についての問い合わせに、青田氏は「福島

では重度の障害者は地域で暮らせないから」と応えている。 

 上記のような障害者支援の関係者からの発言に触発されて、被災東北 3 県について震災 1 年

前にあたる 2010 年 3 月時点での各種障害手帳交付者数と障害者福祉施設入所者数を調べ、そ

れをもとに施設入所者割合をまとめたのが表 3 である。これを見ると、ゆめ風基金理事の八幡氏

が指摘するように、知的障害者援護施設の入所者割合は、宮城でむしろ他の 2 県よりも高くなっ

ていることが見て取れる。一方、障害者支援施設および身体障害者更生援護施設については、

宮城の入所者割合が大変に低いことが合わせて確認できる。宮城では、知的障害者については

知事の交代による揺れ戻しにより、コロニー解体方針が撤回されるなどして知的障害者について



はノーマライゼーション(障害者と健常者が社会生活をともにすることが正常で本来の望ましい姿

であるとすること)の方向とは逆の向きの施策が展開されたが、身体障害者については、施設入

所率が低い(すなわち地域で在宅の生活を送る人の割合が高い)ことが確認できるのである。しか

しながら、逆にその結果として、地域で津波被害に遭う可能性が宮城ではより高かったのではな

いか、という仮説が示唆されるのである。 

 

 以上のような仮説を検討するために、障害者死亡率に関係があると報告されてきた要因として

全体死亡率、ハザード要因(震源までの距離、浸水面積率、地形区分、津波到達時間)とぜい弱

性要因(高齢化率と農業・漁業従事者率の合成変数、最大津波高と想定津波高の比、身体障害

者施設入所率)を被災 31 市町村ごとにまとめ(施設入所率は表 3 の県ごとのものを用いた)、それ

ぞれの相関関係を求めたのが表 4である。このデータを用いて、障害者死亡率を従属変数とする

ステップワイズ重回帰分析を行った結果が表 5 である。 

 

 

 障害者死亡率の重回帰分析の結果をまとめると以下のようになる。すなわち、全体死亡率が高

いところほど、津波による浸水面積が大きいところほど、高齢者や漁業・農業従事者が多いところ

ほど、津波がより早く到達したところほど、そして障害者施設に入所している人が少ない(在宅で

暮らす障害者が多い)ところほど、障害者の死亡率は高くなっていた。これらの 5 つの変数によっ

て障害者死亡率の分散の 96.8％までが説明でき、大変に精度の高い予測式となっていた。さら

にこれら 5 つ説明変数による予測式の精度に影響を与える説明変数間の相関(共線性)に関する
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指標(共線性許容度)はどれも.5 を越えており、回帰係数の値は信頼できるものであった。 

 表 5 の回帰係数は、それぞれの変数が障害者死亡率に与える影響の度合いを示すものである

が、今回の回帰式に投入した説明変数は津波到達時間を除くとすべて割合として標準化され、さ

らに原点を通る回帰式を採用しているので、回帰係数を比較することにより、津波到達時間以外

についてはどの要因が障害者死亡率に対して何倍の影響があったかを比較できる。その結果、

障害者死亡率への影響が一番強かったのは、全体死亡率(回帰係数 1.129)であった。全体の人

的被害が大きかったところでは、障害者の被害も大きかった。しかし、全体の死亡率と障害者死

亡率の格差は、メディアが報道してきたような 2倍というものではなく、約 1.1倍であった。2倍と報

道されたのは、他の要因の影響まで含めていたことと、人口で過半をしめる宮城県の傾向が過

大に反映されたためである。 

 次いで影響力の高かった要因(回帰係数ー0.983)は身体障害者施設入所率であった。これは、

障害者入所率が 1％高くなると障害者死亡率を約 1％下げる効果があったということである。また

入所率は宮城で群を抜いて低い(在宅での生活者が群を抜いて高い)ことが、宮城県の障害者死

亡率を岩手・福島よりもほぼ倍近く高めた大きな原因と考えることができる。 

 障害者死亡率に影響を与える 3 番目の要因は高齢化と漁業・農業従事者割合であった。これ

は高齢になるほど身体の不自由の度合いが増し、身体障害者手帳の交付を受ける者が多くなる

こと、生業が漁業であると沿岸部ぞいに居住する可能性が高いこと、そして漁業にしめる高齢者

の割合が高いこと、これらの要因が関連しあって障害者死亡率を高めていた。 

 最後に、全体死亡率・浸水面積・高齢者や漁業・農業従事率・津波到達時間の影響を統制した

障害者死亡率と障害者施設入所率の関係を図示したのが図 4 である。身体障害者施設への入

所率の高い岩手では、障害者死亡率が低く、一方入所率の低い宮城では障害者死亡率が高く、

福島はその中間であったことが、より直感的に理解できる。 

 

図 4 身体障害者施設入所率と他の変数を統制した障害者死亡率の関係 

結  論  

 本稿では、県別や市町村別の統計資料を用いてマクロな観点から東日本大震災における高齢

者や障害者の避難の実態と課題を検討した。その結果、高齢であるほど被害率が高くなるという

福祉防災学における古典的な命題(Friedsam, 1960)が今回の震災でも繰り返されたことを示し

http://www.isad.or.jp/isad_img/kikan/No111/14p.jpg


た。さらに宮城の高齢者の死亡率が岩手や福島に比べて高くなっていたことも明らかにした。そ

の原因としては、第一に宮城県内の高齢者向け施設では景観のよい海辺に立地している場合が

あり、そのために津波被害に遭い、結果として高齢者向け施設入所者の被害率が群を抜いて高

くなったことが考えられた。さらに第二の理由として、宮城県における在宅高齢者の割合が他の 2

県よりも若干高くなっていた為に、災害ぜい弱性が施設(安全な立地であることが前提であるが)

入所者よりも高かったことがあげられた。そして、施設への入所の割合の男女差(平均寿命の長

さのゆえに女性の方がその割合が高い)が、高齢者の死亡率の男女差(男性の方が高かった)を

説明できるのではないか、という仮説を提示した。 

 以上の結果をもとにして、「高齢者は安全な立地の施設に入所させるべきだ」といった考えに筆

者は与しない。むしろ、いざという時のためには、隔離された施設のコンクリートによって高齢者を

守るのではなく、地域における人と人とのつながりを通じて高齢者を包摂することにより命や生活

を支えるとりくみを、在宅福祉・地域福祉の一般施策としてもっと積極的に進めなければならな

い、と考える。震災に先立つ 2005 年 5 月より、このような取り組みを進めてきた宮城県石巻市八

幡町では、地域の要援護者リストに載った 17 名のほぼ半数が、このような地域の防災ネットワー

クによって救われていたのである(NHK教育テレビハートネット TV，2012年 9月 11日放送)。八幡

町の実績は、現在、わが国の各地で進められている地域住民主体の個別避難支援計画づくりが

決して間違ったものではないことを示す好例となっている。 

 障害者への取り組みでも結論は同じである。市町村単位の障害者死亡率に影響を及ぼす要因

の重回帰分析から、津波浸水面積や到達時間といったハザード要因の影響とは別に、障害者死

亡率は全体死亡率の 1.1倍であったこと、施設入所率が 1％高いと障害者死亡率が 1％下がるこ

と、高齢化率と漁業・農業従事者率が高いと障害者死亡率が高くなること、などの社会的ぜい弱

性に関する要因の影響を確認した。また、障害者死亡率も宮城で高く(全体死亡率の約 2 倍)、岩

手・福島で低い(全体死亡率の約 1.2 倍)ことを示した。この県別の違いは、障害者施設への入所

率の違いによって説明できることを示した。これは、高齢者向け施設の場合と同様に、立地が安

全であれば、施設入所者の方が在宅で暮らすよりも災害ぜい弱性が低かったことを物語ってい

る。 

 障害者についても、以上の結果から「障害者は施設収容するべき」といった意見に筆者が与し

ているわけでは決してないことをご理解いただきたい。前述のゆめ風基金理事の八幡氏の発言

にもあるように宮城県の知的障害者の入所率の高さは、浅野史郎前知事の提唱したコロニー解

体宣言に対する、その後の揺れ戻し(撤回)によるものと考えるが、その根拠となったのは、「地域

での受け皿づくりが準備できていない時に施設だけ解体すれば大変な混乱が起こる」という論法

であったと聞く。たしかに今回の震災では、施設入所者の方が在宅の障害者よりも震災の被害

は小さかった。しかしながら、ノーマライゼーションは地球規模で拡大している理念であり、当事

者を社会的に包摂してゆくことは大きな時代の流れである。地域での受け皿づくりが進んでいな

いことは障害者を隔離しておくことを正当化する理由とはならず、だからこそなおのこと障害者が

地域のネットワークに包まれて暮らせるしくみをつくることが喫緊の課題となるのである。 

 以上は、絵空事では決してない。1995 年の阪神・淡路大震災の時、西宮市社会福祉協議会が

運営する障害者通所施設青葉園の利用者には一人の犠牲者も出なかった。青葉園では、施設

外で暮らす時間の方が、施設にいる時よりもはるかに長い故に、障害児・者が近隣の地域住民

から社会的に包摂されて暮らしていくことを推奨し、そのための当事者や家族のエンパワーメント

を行っていた。そしてこのようなふだんからのつながりは、非常時に障害者の命を守るために発

揮されたのである(上野谷，2013)。 

 隔離された施設のコンクリートの壁によってではなく、人と人とのつながりのなかに当事者を包



み込むしなやかな強さを持つこと。これが、高齢者や障害者を守る大きなちからとなることを、私

たちは教訓として学び取っていかなければならないのだ、と思う。 
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